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         議会運営委員会 
 

日 時  平成２６年４月７日（月） 午後１時３０分～  

    場 所  第３委員会室  

   

 

１ 定数・報酬について 

（１）論点に基づく検討（別紙） 

  

 

 

２ 広報広聴会議報告 

（１）議会報告＆わがまちトークについて 

（２）ソーシャルメディア運用ガイドライン（案）について 

 

 

 

３ その他 

 

 

 







定数検討資料（H26.4.7） 
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１ 監視機能が果たせる定数 

 ①議会は市民の代表機関であることから市民に代わって、常に民主的、効率

的で、公正な行政が行われるよう、執行機関の行政執行を事前又は事後に

監視し、執行機関をけん制する役割がある。 

 ②基本条例の位置付け 

  第２条（議会の役割）第２項  

議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。 

   第10条 (政策執行に対する議会の評価) 

議会は、市長等が行う政策について、市民福祉向上の観点から不断に

点検するとともに、その有効性及び効率性等について評価しなければ

ならない。 

 ③権限 

  予算の修正権（自治法 97Ⅱ）、検査権（自治法 98）、監査請求権（自治法

98）、調査権（自治法 100） 

 ④実績 

  ・予算修正（H25.9 補正、H24.3 当初、H22.3 当初） 

  ・文書質問制度導入（H24.10～） 

  ・議決事件の拡大（総合計画 H23.9～、基本計画 H22.9～） 

  ・決算事務事業評価 

 

２ 立法機能が果たせる定数 

 ①議会は単に執行機関の受動的な批判機関にとどまらず、積極的、能動的に

政策を立案し、執行機関に実行させる役割がある。 

 ②基本条例の位置付け 

  第２条（議会の役割）第２項  
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議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。 

 ③権限 

  議員・委員会の発案権（自治法 112Ⅰ）、予算増額修正権（自治法 97Ⅱ）、

調査権（自治法 100）常任委員会制度（自治法 109）の採用、臨時会招集

権（自治法 101）、議会の会期、開閉の決定権（自治法 102Ⅵ） 

④実績 

 ・暴力団排除条例制定（H24.6） 

 ・政策研究会を協議の場（自治法 100）に位置付け（H25.3 会議規則改正） 

 ・附帯決議（H26.3、H24.3 など） 

 

 

３ 市民意見が十分聴取できる定数 

 ①基本条例の位置付け 

  〇第４条（議員の活動原則） 

議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。 

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、

自らの資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこ

と。 

〇第７条 (議会報告会) 

議会は、市民参加及び市民との連携を高める方策として、市民に対する

議会報告会を年1回以上開催し、議会審議の経過等を説明するとともに、

市政全般にわたり、市民と自由に情報及び意見を交換するものとする。 

②実績 

 ・議会報告＆わがまちトーク実施（H22.11～） 
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○亀岡市議会基本条例 

平成 22 年 10 月 14 日 

条例第 18 号 

憲法は、地方自治のあり方を定め、地方自治法によって地方公共団体の役割

が定められている。地方自治は、地域のことを市民自らが考え、決定し、実行

することにその精神がある。 

市民の直接選挙により選ばれた議員で構成する市の最高意思決定機関であ

る議会は、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との緊張ある関係

を保ちながら、立場及び権能の違いを踏まえて、二元代表制のもと、市政に対

する市民の負託に応える責務を有している。 

議会の役割は、地方公共団体の事務執行に対する監視機能及び立法機能にあ

り、地方自治の本旨を実現するため、その機能を十分発揮しなければならない。 

今後さらに地方分権の加速、拡大が予想される中、地方議会もその果たすべ

き役割、重要性が増すことは明らかである。亀岡市議会では、議会としての役

割を最大限に果たすため、自ら改革し活性化に努めてきた。 

亀岡市議会は、市民の意思を代弁する合議制機関として、自ら公平性と透明

性を保持するとともに、豊かな水と緑、先人が作り上げてきた悠久の歴史・伝

統・文化を次代に引き継ぎ、市民参加と協働のもと、光り輝く未来につながる

まちづくりを推進し、市民福祉の向上に全力を尽くすことを決意し、議会の最

高規範としてこの条例を制定する。 

第 1章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える

責任ある活動により亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の向上に寄与するこ

とを目的とする。 
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(議会の役割) 

第 2 条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定機関であり、議決の責任を

負う。 

2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。 

第 2章 議会及び議員の活動原則 

(議会の活動原則) 

第 3 条 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 

(1) 公平性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。 

(2) 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。 

(3) 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにする

よう努めること。 

(4) 市政への市民参加を推進すること。 

(5) 市民及び議員が交流及び意見を交換し、並びに市長等及び議員が対論する

場となるよう努めること。 

(議員の活動原則) 

第 4 条 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。 

(1) 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。 

(2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの

資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。 

(3) 議会の構成員として、一部の団体又は地域等に偏ることなく、市民全体の

福祉の向上を目指して活動すること。 
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(会派) 

第 5 条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 

第 3章 市民と議会の関係 

(市民参加及び市民との連携) 

第 6 条 議会は、会議を原則公開とする。 

2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る情報を公開及び提供し、説明

責任を果たさなければならない。 

3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見又は政策的意見を

討議に反映させるよう努めるものとする。 

4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付け、その審議等において、これら

提言者の意見を聴く機会を設けるよう努めるものとする。 

(議会報告会) 

第 7 条 議会は、市民参加及び市民との連携を高める方策として、市民に対する

議会報告会を年 1回以上開催し、議会審議の経過等を説明するとともに、市政

全般にわたり、市民と自由に情報及び意見を交換するものとする。 

第 4章 議会と市長等の関係 

(議員と市長等の関係) 

第 8 条 議会審議における議員と市長等は、次の各号に掲げるところにより、緊

張関係の保持に努めなくてはならない。 

(1) 議員は、本会議における一般質問を、市政の課題に関する論点及び争点を

明確にするため、一括又は一問一答の方法により行うことができる。 
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(2) 本会議及び委員会に出席した市長等及びその他の職員は、議長又は委員長

の許可を得て、議員の質問又は質疑に対して反問を行うことができる。 

(平 23 条例 12・一部改正) 

(議会審議における論点の明確化) 

第 9 条 議会は、市長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点

を明確にし、その水準を高めるために、市長に対し、次の各号に掲げる事項に

ついて明らかにするよう求めるものとする。 

(1) 提案の理由及び経緯 

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討 

(3) 市民参加の実施の有無とその内容 

(4) 総合計画との整合性 

(5) 政策等の実施に係る財源措置 

(6) 将来にわたる政策等のコスト計算 

2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、

わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。 

(政策執行に対する議会の評価) 

第 10 条 議会は、市長等が行う政策について、市民福祉向上の観点から不断に

点検するとともに、その有効性及び効率性等について評価しなければならない。 

(閉会中の文書による質問) 

第 10 条の 2 議員は、閉会中に、市の一般事務について、議長の許可を得て文

書により質問することができる。 
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(平 24 条例 29・追加) 

第 5 章 議会の機能の強化 

(地方自治法第 96 条第 2項の議決事項) 

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事項は、

議会が、市政における重要な政策の決定に参画する観点と、市長の政策執行上

の必要性を比較し、別に条例で定める。 

(調査機関の設置) 

第 12 条 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、

議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができ

る。 

2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員とし

て加えることができる。 

3 第 1 項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

第 6章 議会の運営 

(定例会の回数及び会期) 

第 13 条 定例会の回数及び会期は、議案の審議等にあたり、議会の機能を十分

発揮できる期間を確保し、決定する。 

2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。 

(議員間の自由討議) 

第 14 条 議員は、議会が自由な議論を行う場であることを認識しなければなら

ない。 
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2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査において、議員相互の自由な

討議により議論を尽くし、議会の意思を決定しなければならない。 

3 議員は、議員相互の自由な討議により合意形成し、政策立案、政策提言等を

積極的に行うよう努めるものとする。 

(委員会の活動) 

第 15 条 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案

等の審査を行わなければならない。 

2 委員会は、市民からの要請に応じ、審査の経過等を説明する場を設けること

ができる。 

(議会広報の充実) 

第 16 条 議会は、議案審議の結果等を、多様な媒体を用いて市民へ提供しなけ

ればならない。 

2 議会は、会議の傍聴者への資料の提供等を行い、市民の傍聴意欲を高める運

営に努めるものとする。 

(議員研修の充実) 

第 17 条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修

の充実強化を図るものとする。 

(議会事務局) 

第 18 条 議長は、議員の政策形成及び立案を補助する組織として、議会事務局

の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。 

第 7章 議員の政治倫理及び待遇等 

(議員の政治倫理) 
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第 19 条 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課せられ

ていることを自覚し、議員としての品位を保持しなければならない。 

2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。 

(議員定数) 

第 20 条 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政

の現状と課題、将来の予測と展望を考慮するものとする。 

2 議員定数は、別に条例で定める。 

(議員報酬) 

第 21 条 議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議員の職務遂行に対し支給さ

れるものであることを自覚しなければならない。 

2 議員報酬は、別に条例で定める。 

(政務活動費) 

第 22 条 政務活動費は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その

他の活動に資するために交付するものとする。 

2 亀岡市議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年亀岡市条例第2号)に定

めるところにより、政務活動費の交付を受けた会派又は議員は、これを適正に

執行しなければならない。 

3 議会は、政務活動費の使途について公開しなければならない。 

(平 25 条例 26・一部改正) 

第 8 章 最高規範性と見直し手続 

(最高規範性) 
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第 23 条 この条例は、議会における最高規範である。 

(見直し手続) 

第 24 条 議会は、一般選挙を経た任期開始後できるだけ速やかに、及び必要が

あると認めるときは、この条例の目的が達成されているかどうかを検討するも

のとする。 

2 議会は、前項による検討の結果、制度の改善が必要な場合は、この条例の改

正を含め適切な措置を講じるものとする。 

3 この条例を改正する場合は、本会議において、改正の理由を説明しなければ

ならない。 



1 議員報酬の推移（月額） 単位：円

議決年月日 適用年月日 議長 副議長 議員

S30.  3.  7 S30.  2.   1 7,000 6,000 5,000

S31.  9. 29 S31.  9.   1 12,000 11,000 10,000

S34.  3.  30 S34.  4.   1 15,000 12,000 10,000

S35.  7.  23 S35.  7.   1 17,000 14,000 12,000

S35. 12.  13 S35. 10.   1 22,000 18,000 15,000

S37. 12.  24 S37. 10.   1 27,000 23,000 20,000

S38. 12.  24 S38. 10.   1 32,000 28,000 25,000

S39. 12.  21 S39.  9.   1 35,000 31,000 28,000

S41.  3.  30 S41.  4.   1 37,000 33,000 30,000

S43.  9.  28 S43.  7.   1 52,000 45,000 42,000

S45. 10.   6 S45.  7.   1 60,000 53,000 50,000

S47.  3.  30 S47.  6.   1 75,000 70,000 65,000

S48.  3.  30 S48.  6.   1 95,000 85,000 75,000

S48. 12.  21 S48. 12.   1 120,000 100,000 90,000

S49. 12.  20 S49. 12.   1 150,000 130,000 120,000

S51. 12.  23 S51. 12.   1 200,000 170,000 150,000

S52. 12.  23 S52. 12.   1 215,000 182,000 162,000

S53. 12.  20 S53. 12.   1 235,000 195,000 175,000

S54. 12.  20 S54. 12.   1 260,000 220,000 200,000

S55. 12.  22 S56.  1.   1 300,000 250,000 220,000

S59.  3.  29 S59.  4.   1 350,000 285,000 250,000

S61.  3.  28 S61.  4.   1 400,000 340,000 300,000

H元. 12.  21  H元. 12.  22 450,000 390,000 350,000

H 4.   3.   27  H 4.   4.    1  520,000 450,000 400,000

H 8.  12.  20  H 8.  12.   1  580,000 505,000 450,000

H18.  6.  22 H18.   7.   1 560,000 490,000 440,000

2 議員定数の推移 単位：人

選挙年月 定数

S30.  2～ 38人

S34.  2～ 30人

H15.  2～ 28人

H19.  2～ 26人

報酬額









亀岡市議会ソーシャルメディア運用ガイドライン（案） 

 

ソーシャルメディアの活用を通じて、より多くの市民へと情報を効率的に伝えると共に、

市民からの意見を収集することが可能となる。しかし一方で、その匿名性ゆえに、公に承

認されていない情報や断片的な情報を発信する恐れもあり、意図する範囲を超えた情報拡

散が起こり得るといった問題点もある。 
亀岡市議会は、ソーシャルメディアの特性を最大限活用しつつ、公の機関として自らの

信用を損なわないリスク管理を行うよう、利用の基準（以下、ガイドラインとする）を策

定することにする。 
 
1． 適用範囲 

本ガイドラインは、亀岡市議会議員及び、亀岡市議会事務局職員に適用される。 
 

2． 基本原則 
運用方針に定められているものの他、次に掲げる基本原則を遵守しなければならない。 

1) 情報を発信する際には、プライバシー権を含む基本的人権、著作権、肖像

権等に留意するとともに、誤解を招くことのないよう、正確な記述に努め

ること。 
2) 守秘義務に反しないことはもとより、意思形成過程にある情報の取り扱い

についても充分留意すること。 
3) 亀岡市議会から発信された情報は、議会の権限の及ばない事項についても、

市民に対して相当の信憑性を与えることを充分認識すること。 
4) 一度ネットワーク上に公開された情報を、完全に削除することが困難であ

ることを念頭におくこと。 
3． 禁止事項 

 次に掲げる情報は、発信してはならない。 
1) 人種、信条、思想、宗教などの差別、または差別を助長する情報 
2) 違法行為を煽る情報 
3) 不正確な噂等を助長する情報 
4) わいせつな内容を含む情報 
5) 亀岡市及び亀岡市と利害関係にある者（法人・団体を含む）の秘密に関す

る情報 
6) 非公開の会議の内容に関する情報 
7) その他一切の公序良俗に反する情報 

 
4． 管理権限 



ソーシャルメディアにおける、亀岡市議会アカウントの管理権限は、次に掲げる者が有

する。 
1) 亀岡市議会議長 
2) 議会運営委員長 
3) 広報広聴会議委員長及び副委員長 
4) 管理権限者が認めた者 

 
5． 掲載事項 

亀岡市議会から発信する情報は、次に掲げるもののうち、管理権限を有する者が必要と

認めたもの、及びその概略とする。 
1) 会議日程 
2) 議案 
3) 審査内容 
4) 議決事項 
5) 議会報告会及び、市民との意見交換会の案内 
6) 広報部会で決定された、議会だよりに掲載される事項 
7) 市民からの意見に対する返答 

 
6． 双方向性 

市民からソーシャルメディアを通じて寄せられた意見については、次に掲げるものに

分類し、取り扱うことを原則とする。 
1) 政策提案については、陳情に準じた取り扱いとする。 
2) 意見交換会の開催等を求めるものについては、広聴部会に諮る。 
3) 特定の議案について、可決及び否決若しくは継続審査を求める意見につい

ては、取り扱わない。 
4) 特定の議案について、特定の議員の賛否に対する行動についての意見は、

削除する。特定の議員に対する意見、苦情も同様に取り扱う。 
5) 議会に対する意見、苦情については、参考意見とする。 
6) その他市民からの意見の取り扱いについては、管理権限を有する者に諮る。 
7) わいせつその他公序良俗に反する意見については、削除する。 

 


